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天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

田

村

園

澄

一
、
天
孫
降
臨
説
話
の
問
題
点

い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
説
話
の
成
立
や
発
展
過
程
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
津
田
左
右
百
・
三
品
彰
蛇
・
丸
山
二
駅
・
直
木
孝
次
艇
の
諸
氏
の
業

績
が
あ
る
が
、
ま
ず
三
品
氏
の
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て
、
論
を
す
す
め
た
い
。

天
孫
降
臨
説
話
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
、
『
古
事
記
』
『
古
語
拾
遺
』
な
ど
に
見
え
、
『
書
紀
』
で
は
、
本
文
の
ほ
か
に
八
個
の
ご
書

日
」
と
、
四
個
の
「
一
云
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
他
書
の
異
伝
を
合
す
れ
ば
、
す
べ
て
十
五
の
所
伝
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
神
話
的
な
内

容
を
欠
き
、
単
な
る
系
譜
的
な
神
名
の
緩
列
に
と
ど
ま
る
『
書
紀
』
の
第
三
・
七
・
八
の
「
一
書
日
」
と
、
「
第
七
一
書
日
」
の
下
に
収
め
ら

れ
た
四
個
の
「
一
云
」
の
所
伝
、
お
よ
び
『
記
』
『
紀
』
に
比
し
て
、
内
容
に
後
期
的
な
性
質
を
多
く
含
む
『
古
語
拾
遺
』
の
所
伝
を
除
き
、

『
古
事
記
』
お
よ
び
『
書
紀
』

の
本
文
、

な
ら
び
に
同
第
一
・
第
二
・
第
四
・
第
六
の
各
一
書
の
都
合
六
個
の
所
伝
に
つ
い
て
、
三
品
氏
は
、

降
臨
を
司
令
す
る
神

伺件）（同

司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神

降
臨
の
際
の
天
孫
の
容
姿

降

臨

地

随
伴
す
る
神
々

伺制

神
宝
の
授
与

天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）



天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）

の
七
つ
の
メ
ル
グ
マ

l
ル
に
よ
っ
て
分
析
し
、
各
所
伝
が
、
構
成
内
容
の
簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら

（劫

瑞
穂
国
統
治
の
神
勅

か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
を
前
後
に
配
列
す
る
と
、

。）

『
書
紀
』
本
文

『
書
紀
』
第
六
ノ
一
書

(2) (4) (3) 

『
書
紀
』
第
四
ノ
一
書

『
書
紀
』
第
二
ノ
一
書

(6) (5) 

『
古
事
記
』

『
書
紀
』
第
一
ノ
一
番

と
な
る
（
表
A
「
天
孫
降
臨
説
話
比
較
表
」
参
照
）
。

天
孫
降
臨
説
話
は
、

ω↓
紛
へ
発
展
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、

ωω
紛
の
凶
グ
ル
ー
プ
と
、
川
明
朗
ω
仰の

倒
グ
ル
ー
プ
と
が
、
内
容
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
相
違
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
各
項
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

降
臨
を
司
令
す
る
神

凶
グ
ル
ー
プ
は
、
ひ
と
し
く
グ
カ
ミ
ム
ス
ビ
（
高
皇
産
霊
神
）
一
柱
を
挙
げ
て
い
る
。

ω伺
は
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
と
一
六
照
大
神
の
二
柱
を
記

し
て
お
り
（
た
だ
し
制
は
コ
両
木
ノ
神
」
と
し
、
ま
た
、

ωで
は
グ
カ
カ
ミ
ム
ス
ピ
が
主
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
倒
で
は
、
天
照
大
神
が
表
面

に
出
て
い
る
）
、
紛
で
は
、
天
照
大
神
の
み
が
語
ら
れ
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

同

司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神



表
A 

天
孫
降
臨
説
話
路
絞
表
会
一
口
問
彰
英
「
記
紀
神
話
異
伝
研
究
の
一
働
」
に
よ
る
）

d
M
M
H

一

一

問

機

銘

の

一

回

降

臨

地

一

回

随

伴

す

る

神

々

一

同

神

宝

の

授

与

南
同
阿
L
i
j
霊
土
攻
現
杵
尊
詞
明
劃
則
一
勧
仏
引
っ
｜
｜

J
l
l一
一

凶

FLijA
一－E
出

T
－動「｜↓

i

l

l

一

軍
け
守
1
川｜一豊富ーす劃一
h
i
翫
動
E
官
」
｜
｜
J

一

一
劃
紀
第
一

L
璃
臨
時
と
一
帯
J
品

店

ー

明

開

判

l

！

付
降
臨
を
司

令
す
る
神

同
司
令
を
受

け
て
降
臨
す

る
神

之後天
にに忍
代逝穏
る週耳

せ士2λココ，・11p
'(ijt、

一

同

一

高

木

／

神

と

天

同

一

古

事

記

長

大

神

日
向
／
椴
日
高

千
穂
ノ
準

載姿誕降
なにし臨
しはたの
特が間
別そ際
ののに
記容出

日
向
高
千
穂
久

士
布
流
多
気

天
児
屋
命
、
太

玉
命
、
務
部
神

五
伴
緒
（
天
児
屋

命
、
布
万
玉
命
、

天
字
受
売
命
、
伊

斯
許
理
度
売
命
、

玉
祖
命
）
常
世
思

金
神
、
手
力
男

神
、
天
石
戸
別

神
、
豊
由
字
気

神
、
猿
田
昆
古

神
、
天
忍
日
命
、

天
津
久
米
命

ると三
神神種
勅鏡神
に宝
関授
す与

醤［6)
紀
第

ノ

書

天
照
大
神

一

、

一

降

臨

の

間

際

に

出

五

百

神

（

天

児

屋

一
鰐
脇
町
一
一
一
尊
一
誕
し
た
が
そ
の
容
一
日
向
ノ
高
千
穂
一
齢
女
休
日
2

一
向
日
航
一
日
種
神
宝
の
授

一
之
に
代
る
一
純
一
ぬ
特
別
の
記
一
／
格
鰯
／
峯
一
命
、
玉
屋
命
）
獄
一

一

回

彦

犬

神

天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）

同
瑞
穂
国
統

治
の
神
勅

水
徳
国
統
治
の

神
勅



天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

〈
田
村
〉

四

凶
グ
ル
ー
プ
は
、

（
噴
理
杵
尊
）

エ－一ギ

一
柱
を
挙
げ
て
い
る
が
、
倒
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ま
ず
降
臨
の
命
令
が
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
（
天
忍

穂
耳
尊
）
に
く
だ
り
、
そ
の
子
の
ニ
ユ
ギ
が
親
に
代
わ
っ
て
天
降
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ニ
－
一
ギ
に
中
心
が
移
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、

ωで
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を

主
と
し
て
お
り
、
倒
紛
で
は
、

同
H

降
臨
の
際
の
天
孫
の
容
姿

凶
グ
ル
ー
プ
で
は
、
真
床
追
会
で
覆
わ
れ
た
姿
で
あ
る
。

ωで
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
降
臨
す
る
途
中
の
「
虚
天
」
で
ユ
エ
ギ
が
生
ま

れ
た
の
で
、
ま
た
倒
的
切
で
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
降
臨
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ
た
の
で
、
親
に
代
わ
っ
て
降
臨
し
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
凶
グ
ル
ー
プ
が
、
降
臨
の
際
の
＝
ェ
ギ
を
、
真
床
追
会
で
覆
わ
れ
た
嬰
児
と
し
て
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、

回
グ
ル
ー
プ
は
、
む
し
ろ
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

同

降

臨

地

(2) (1) 

日
向
ノ
襲
ノ
高
千
穂
峯

日
向
ノ
襲
ノ
高
千
穂
ノ
添
山
峯

(4) (3) 

日
向
ノ
襲
ノ
高
千
穂
ノ
楼
日
ノ
二
上
峯

日
向
ノ
楼
日
高
千
穂
ノ
峯

(6) (5) 

竺
紫
ノ
日
向
ノ
高
千
穂
ノ
久
土
布
流
多
気

筑
紫
ノ
日
向
ノ
高
千
穂
ノ
栂
触
ノ
峯

と
な
っ
て
お
り
、
各
所
伝
と
も
、
ほ
ぽ
同
一
で
あ
る
。

さ
て
「
天
孫
降
臨
説
話
比
較
表
」
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
付
仲
同
同
の
要
素
は
、
各
所
伝
に
共
通
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、
天
孫
降
臨
説
話



の
基
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
同
国
の
要
素
は
、
説
話
の
発
展
過
程
に
お
い
て
付
加
せ
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

伺

随
伴
す
る
神
々

ω仰
は
、
随
伴
す
る
神
に
つ
い
て
記
さ
な
い
。
明
で
は
、
大
伴
氏
の
祖
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ヒ
（
天
忍
日
命
）
が
来
日
部
の
祖
の
ア
メ
グ
シ
ツ
ノ

オ
オ
グ
メ
（
天
根
津
大
来
目
）
を
率
い
て
随
従
し
て
い
る
。
岡
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不
（
天
児
屋
命
）
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
が
随

伴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ωで
は
諸
部
神
が
、
同
で
は
五
伴
緒
が
、
ま
た
紛
で
は
五
部
神
が
随
伴
す
る
が
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
、
つ
ね
に
神

神
の
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

同

神

宝

の

授

与

ωで
は
、
天
照
大
神
が
宝
鏡
を
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
授
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
剣
お
よ
び
玉
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
倒
的
仰
で
は
、

鏡
・
剣
・
玉
の
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
宝
が
、
天
照
大
神
か
ら
エ
ニ
ギ
に
授
け
ら
れ
る
。
神
宝
の
授
与
は
、
凶
グ
ル
ー
プ
で
は
あ
ら
わ
れ
ず
、

岡
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、

ωで
「
宝
鏡
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
仰
向
仰
で
、
鏡
・
剣
・
玉
の
三
種
が
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。

同

瑞
穂
国
統
治
の
神
勅

凶
グ
ル
ー
プ
に
は
、
神
勅
文
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
倒
グ
ル
ー
プ
で
も
、

ωに
は
な
く
、
刷
、
と
仰
に
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
て
仰
で

は
、
天
照
大
神
が
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
の
命
を
受
け
、
ニ
エ
ギ
に
、

此
の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
汝
知
さ
む
固
な
り
と
、
言
依
さ
し
賜
ふ
、
放
れ
命
の
随
天
降
り
ま
す
可
し
。

と
告
げ
て
い
る
。

紛
で
は
、
天
照
大
神
が
z

－
一
ギ
に
、

天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）

五



天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）

..,__ 
ノ、

葦
原
の
千
百
秋
の
瑞
穂
国
は
、
こ
れ
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
、
爾
皇
孫
、
就
で
ま
し
て
治
せ
、
行
失
、
宝
昨
の
隆
え
ま
さ
む
こ

と
、
当
に
天
壊
と
窮
り
無
け
む
。

と
伝
え
た
。
的
で
は
、
瑞
穂
国
の
統
治
が
、
天
照
大
神
か
ら
エ
ニ
ギ
ひ
と
り
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
紛
で
は
、
「
吾
が
子
孫
」
に
か
け
ら
れ
、

か
つ
将
来
の
繁
栄
が
予
祝
さ
れ
て
い
る
。

二
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
神
々

前
章
に
お
い
て
私
は
、
三
品
彰
英
氏
の
論
究
に
導
か
れ
、
天
孫
降
臨
説
話
の
問
題
点
を
概
観
し
た
が
、
と
く
に
凶
グ
ル
ー
プ
と
対
比
し
た
場

合
、
倒
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
ハ
円
降
臨
を
司
令
す
る
神
と
し
て
、
天
照
大
神
が
あ
ら
わ
れ
、
同
司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神
で
は
、
ア
メ
ノ
オ

シ
ホ
ミ
ミ
が
加
わ
り
、
国
随
伴
す
る
神
々
に
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
筆
頭
と
す
る
五
伴
緒
（
五
部
神
）
が
登
場
す
る
。
倒
神
宝
の
授
与
も
、
倒

グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
倒
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ
る
一
連
の
変
化
は
、
天
照
大
神
と
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
軸
と
し
て

い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
、
倒
グ
ル
ー
プ
の
所
伝
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
果
た
す
役
割
を
検
討
し
よ
う
。

ωに
お
い
て
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
フ
ト
グ
マ

（
太
玉
命
）
は
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
か
ら
、

と
命
ぜ
ら
れ
、

汝
天
児
屋
命
太
王
命
、
宜
し
く
天
津
神
離
を
持
ち
て
、
葦
原
中
国
に
降
り
て
、
亦
た
吾
が
孫
の
た
め
に
斎
ひ
ま
つ
れ
。

こ
の
と
き
天
照
大
神
は
、
「
宝
鏡
」
を
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
従
っ
て
一
大
降
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

授
け
、

吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
、
与
に
床
を
同
じ
く
し
殿
を
共
に
し
、
以
て
斎
鏡
と
な
す
べ

し

と
告
げ
、
ま
た
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不
と
フ
ト
グ
マ
に
は
、



惟
く
は
爾
二
神
、
亦
た
聞
く
殿
内
に
侍
ひ
て
、
善
く
防
護
を
な
せ
。

と
命
じ
た
。
た
だ
し
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
降
る
途
中
、
「
虚
天
」
で
＝
ュ
ギ
が
生
ま
れ
た
の
で
、
親
の
代
り
に
＝
＝
ギ
を
降
臨
さ
せ
る
こ

と
と
し
、
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不
・
フ
ト
グ
マ
お
よ
び
諸
部
神
は
、

－
一
ニ
ギ
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
子
と
フ
ト
グ
マ
が
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
か
ら
、
葦
原
中
国
に
お
け
る
「
吾
孫
」
の
奉
斎
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま

た
天
照
大
神
か
ら
、
「
斎
鏡
」
の
防
護
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

天
照
大
神
の
分
身
で
あ
る
宝
鏡
の
祭
杷
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ

ネ
と
フ
ト
グ
マ
の
職
掌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
つ
ま
り
「
斎
鏡
」
に
よ
っ
て
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
フ
ト
ダ
マ
と
と
も
に
、
天
照
大
神
と

深
く
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
で
は
、

＝
＝
ギ
の
降
臨
に
際
し
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
・
フ
ト
グ
マ
・
ア
メ
ノ
ク
ズ
メ
・
イ
シ
コ
リ
ド
メ
・
グ
マ
ノ
ヤ
の
五
伴
緒
が
随
伴
を
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鏡
・
剣
・
玉
の
三
種
の
神
宝
が
、
天
照
大
神
か
ら
品
品
ギ
に
授
け
ら
れ
る
が
、
と
く
に
、

此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
御
前
を
拝
く
が
如
斎
き
奉
れ
。

と
命
ぜ
ら
れ
る
。
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
以
下
の
五
伴
緒
は
、
か
の
岩
戸
が
く
れ
の
条
で
、
天
照
大
神
を
岩
戸
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
協
力
し
た
が
、

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
五
伴
緒
の
上
首
の
よ
う
に
振
舞
い
、
つ
ね
に
主
導
的
な
立
場
を
保
持
し
て
い
る
。
天
照
大
神
を
奉
犯
す
る
五
伴
緒
の
な
か
で

も
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
、
天
照
大
神
に
最
も
近
接
す
る
座
を
占
め
て
い
た
こ
と
の
強
調
が
あ
る
。

ωに
は
、

天
児
屋
命
主
一
一
神
事
一
之
宗
源
也
、
故
伴
ポ
以
－
一
太
占
之
卜
事
一
而
奉
壱
仕
鷲
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
神
事
」
を
、
天
照
大
神
の
祭
把
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
と
は
い
え
、
な
お
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
、
宮

廷
祭
把
の
中
心
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
含
ん
で
い
る
。

紛
で
は
、
天
照
大
神
が
ユ
エ
ギ
に
鏡
と
剣
と
玉
の
「
三
種
宝
物
」
を
授
け
、
ま
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
な
ど
の
五
部
神
に
、

ェ
＝
ギ
に
随
従
す
る

こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

同
グ
ル
ー
プ
で
、
付
降
臨
を
司
令
す
る
神
と
し
て
天
照
大
神
が
加
わ
り
、
ま
た
料
随
伴
す
る
神
々
に
、
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不
を
筆
頭
と
す
る
五
伴
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緒
（
五
部
神
〉
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
両
者
は
、
相
互
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
天
照
犬
神
の
命
を
受
け
て
ニ
一
一
ギ
に
随
伴
し
、

神
か
ら
＝
－
一
ギ
に
授
け
ら
れ
た
鏡
を
防
護
す
る
任
務
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
上
首
と
す
る
神
々
に
与
え
ら
れ
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
天
照
大

三

、

神

宝

と

神

勅

天
孫
降
臨
説
話
の
凶
グ
ル
ー
プ
と
岡
グ
ル
ー
プ
と
の
明
白
な
相
違
は
、
天
照
大
神
、
お
よ
び
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不

が
、
含
ま
れ
る
か
否
か
に
あ
る
が
、
な
お
、
仲
司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神
と
し
て
、
凶
グ
ル
ー
プ
が
、
ひ
と
し
く
エ
エ
ギ
を
挙
げ
て
い
る
の

に
対
し
、
岡
グ
ル
ー
プ
は
、
は
じ
め
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
挙
げ
、

し
か
し
結
局
は
＝
ニ
ギ
に
落
ち
つ
く
の
で
あ
る
。

ま
た
倒
神
宝
の
授
与

も
、
倒
グ
ル
ー
プ
の
み
に
あ
り
、
同
瑞
穂
国
統
治
の
神
勅
も
、
仙
抑
制
の
み
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
凶
グ
ル
ー
プ
と
倒
グ
ル
ー
プ
の
記
述
内
容
の

相
違
は
、
天
孫
降
臨
の
意
義
内
容
の
相
違
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
養
老
神
祇
令
に
よ
れ
ば
、
践
鮮
の
日
の
行
事
と
し
て
、
中
臣
氏
が
天
神
寿
調
を
奏
し
、
患
部
氏
が
神
璽
の
鏡
剣
を
天
皇
に
奉
る
が
、
こ

の
儀
礼
の
文
献
で
の
初
出
は
、
持
統
紀
四
年
正
月
条
の
記
事
で
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
、

四
年
春
正
月
戊
寅
朔
、
物
部
麻
日
朝
臣
樹
二
大
盾
一
、
神
祇
伯
中
巨
大
嶋
朝
臣
読
一
一
天
神
寿
詞
一
、
畢
患
部
宿
禰
色
夫
知
奉
一
一
上
神
璽
創
鏡
於

皇
后
二
皇
后
即
天
皇
位
、
公
卿
百
寮
、
羅
列
匝
拝
、
而
拍
レ
手
君
。

神
祇
伯
の
中
巨
大
嶋
が
天
神
寿
調
を
奏
し
、
終
っ
て
思
部
色
夫
知
が
、
神
璽
の
鯛
と
鏡
を
皇
后
に
奉
り
、
こ
う
し
て
持
統
天
皇
の
即
位
が
行

わ
れ
た
が
、
と
も
あ
れ
即
位
の
と
き
、
鏡
と
剣
の
二
種
の
神
宝
を
、
神
璽
と
し
て
奉
上
す
る
儀
礼
は
、
持
統
天
皇
の
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
は
、
鏡
と
剣
の
二
種
の
神
宝
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

ωで
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
最
初
は
、
鏡
の
み
の
こ
と

「
鏡
」
は
、

ω伺
に
よ
れ
ば
、
天
照
大
神
の
分
身
で
あ
り
、
ま
た
岩
戸
が
く
れ
の
説
話
が
語
る
よ
う
に
ア
メ
ノ
コ
ヤ

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ネ
を
筆
頭
と
す
る
宮
廷
の
祭
官
に
よ
っ
て
、
天
照
大
神
の
祭
把
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
祖
と
す
る
中
臣
氏
が
、

宮
廷
祭
官
団
の
な
か
で
首
領
の
座
を
確
保
し
、
ま
た
宮
廷
祭
担
の
対
象
に
、

天
照
大
神
が
迎
え
ら
れ
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
で



あ
ろ
う
o

付
司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神
は
、
凶
グ
ル
ー
プ
で
は
ェ
－
一
ギ
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
回
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ま
ず
ア
メ
ノ
オ
Y

ホ
ミ
ミ
が
あ
ら

わ
れ
、
後
に
ニ
－
一
ギ
を
代
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
改
変
も
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ホ

ノ

＝

＝

ギ

ギ

エ

ア

カ

ラ

「
一
一
－
一
ギ
」
の
名
義
に
つ
い
て
、
本
居
宜
長
は
、
「
穂
之
丹
鐸
君
に
て
、
稲
穂
に
因
れ
る
御
名
な
り
、
丹
と
は
、
穂
の
赤
熟
め
る
を
云
」
と
記

し
て
い
る
が
、
三
品
彰
英
氏
は
、
農
耕
的
古
代
国
家
の
稲
穂
の
儀
礼
に
注
目
し
、

一
一
一
ギ
が
真
床
追
会
で
覆
わ
れ
た
嬰
児
の
姿
を
と
っ
て
い
る

点
に
、
稲
穂
の
館
々
し
く
稔
る
生
成
の
力
と
の
融
即
の
事
実
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
新
羅
神
話
に
お
い
て
、
新
羅
の
始
祖
の
関
智
居
西
干
は
天

出
生
し
た
ば
か
り
の
嬰
児

一
人
の
随
伴
者
も
な
く
、

よ
り
降
る
の
で
あ
る
が
、
三
品
氏
に
よ
れ
ば
、
「
閥
智
」
は
穀
霊
を
意
味
す
る
と
共
に
、
小
児
を
意
味
し
て
い
る
。

の
姿
と
、
稲
穂
を
赤
く
熟
せ
し
め
る
穀
霊
は
、
不
可
分
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て

ω∞
の
天
孫
降
臨
説
話
の
よ
う
に
、

ユ
ニ
ギ
だ
け
が
降
臨
す
る
の
が
、
原
初
的
な
形
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
岡
グ
ル
ー
プ
で
は
、

ニ
ユ
ギ
の
父
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
、
降
臨
の
司
令
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
検
討
す

る
と
、

ω紛
で
は
、
天
照
大
神
に
と
っ
て
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
「
吾
児
」
と
さ
れ
て
お
り
、
的
で
は
「
太
子
」
と
さ
れ
て
い
る
。
凶
グ
ル

ー
プ
の

ω仰
に
お
い
て
、
エ
ニ
ギ
を
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
の
「
皇
孫
」
と
し
、
ま
た
助
に
お
い
て
同
じ
く
「
天
孫
」
と
記
し
て
い
る
の
と
は
、
対
蹴

的
で
あ
る
。

グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
が
降
臨
を
司
令
す
る
唯
一
の
神
で
あ
り
、
命
を
受
け
た
ニ
ニ
ギ
が
、
真
床
追
会
に
覆
わ
れ
た
嬰
児
姿
で
天
降
り
す
る
凶
グ
ル

－
プ
の
所
伝
を
、
基
本
的
原
初
的
な
説
話
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
で
は
、
な
ぜ
倒
グ
ル
ー
プ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
加

え
ら
れ
、
そ
し
て
時
間
的
に
エ
ニ
ギ
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
書
紀
』
本
文
に
よ
れ
ば
、

一
ニ
ギ
は
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
の
女
の
グ
グ
ハ
グ
チ
デ
ヒ
メ

（
彬
幡
千
千
姫
）

を
母
と
し
て
生
ま
れ
て
お
り

表

B
〉
、

従
っ
て
＝
ェ
ギ
に
と
っ
て
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
は
、
母
系
の
祖
父
に
あ
た
る
。

グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
は
、

生
成
を
意
味
す
る
ム
ス
ピ
の
神
で
あ

と
こ
ろ
で
、
も
し
瑞
穂
国
統
治
の
命

り
、
い
わ
ゆ
る
独
神
で
あ
る
が
、
穀
霊
の
神
で
あ
る
ニ
ニ
ギ
の
誕
生
は
、

ム
ス
ピ
の
発
現
と
解
さ
れ
る
。
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ハ表
B
）
天
照
大
神
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
系
図

タ天
カ

照

立大
ピ神
｜ ｜  
タア
クメ
ハノ
タ＝ーオ
チ｜シ
ヂ｜ホ
ヒ｜ミ
メ｜ミ

ニ
ニ
ギ

が
、
天
皇
家
の
祖
と
さ
れ
る
天
照
大
神
に
発
す
る
と
し
、
そ
し
て
天
照
大
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
瑞
穂
国
統
治
の
命
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
↓
エ
＝
ギ
の
経
路
で
は
な
く
、
天
照
大
神
↓
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
↓
－
一
＝
ギ
の
経
路
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も、

ωは
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
と
天
照
犬
神
の
二
本
建
て
で
あ
る
が
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
に
比
重
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
伺
は
、
同
じ
く
二
本
建
て

で
あ
る
と
は
い
え
、
天
照
大
神
が
表
面
に
立
っ
て
い
る
。
紛
で
は
、
天
照
犬
神
一
柱
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
岡
グ
ル
ー
プ
に
天
照

大
神
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
凶
グ
ル
ー
プ
と
の
重
要
な
相
違
点
で
あ
る
。

き
て
天
照
大
神
は
、

ま
ず
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
降
臨
を
命
じ
、

次
に
＝
＝
ギ
の
誕
生
に
よ
っ
て
、

品
－
一
ギ
を
降
臨
せ
し
め
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
治
権
が
、
天
照
大
神
↓
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
↓
＝
＝
ギ
に
継
承
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
カ

ミ
ム
ス
ピ
↓
＝
＝
ギ
の
経
路
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
は
信
伸
の
対
象
で
あ
り
、
そ
し
て
瑞
穂
国
の
統
治
権
と

は
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

ωに
お
い
て
、
天
照
犬
神
か
ら
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
、
同
殿
共
床
の
「
斎
鏡
」
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
の
は
、
統
治
権
が
、
天
照
大

神
か
ら
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
倒
仰
に
お
い
て
は
、
天
照
大
神
が
＝
＝
ギ
に
三
種
の
神
宝
を
授

け
る
が
、
こ
れ
は
統
治
権
の
授
受
、
す
な
わ
ち
統
治
権
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
照
犬
神
↓
ア
メ
ノ
会
シ
ホ
ミ
ミ
↓
－
－
－
一
ギ
ヘ
統

治
権
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

瑞
穂
国
統
治
の
神
勅
が
、
仰
で
は
、
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
（
高
木
神
〉
の
命
を
う
け
た
天
照
大
神
か
ら
、
品
－
一
ギ
に
伝
え
ら
れ
、
紛
で
は
、
天
照

大
神
の
意
志
と
し
て
、
＝
ェ
ギ
に
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
統
治
権
が
天
照
大
神
に
発
す
る
こ
と
を
、
天
照
大
神
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
示



し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

四
、
中
巨
大
嶋
と
藤
原
不
比
等

天
孫
降
臨
説
話
の
な
か
で
、
天
照
大
神
↓
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
↓
ニ
エ
ギ
へ
の
統
治
権
の
継
承
を
説
き
、
神
鏡
ま
た
は
三
種
の
神
宝
の
授
与

ゃ
、
瑞
穂
国
統
治
の
神
勅
の
口
授
の
場
面
を
加
え
た
倒
グ
ル
ー
プ
で
は
、
他
方
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
筆
頭
と
す
る
五
伴
緒
の
祭
官
団
を
、

ギ
に
随
伴
せ
し
め
て
い
る
。

そ
し
て
倒
グ
ル
ー
プ
で
は
、
天
照
大
神
に
発
す
る
統
治
権
、

る
。
私
は
凶
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ
る
天
孫
降
臨
の
原
初
的
な
説
話
に
、
同
グ
ル
ー
プ
に
示
さ
れ
る
新
し
い
付
加
改
作
を
行
っ
た
の
は
、
ア
メ
ノ

お
よ
び
そ
の
継
承
が
グ
ロ

1
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

コ
ヤ
ネ
を
祖
と
す
る
中
臣
氏
お
よ
び
藤
原
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

中
臣
氏
は
、
忌
部
氏
と
と
も
に
、
宮
廷
の
祭
記
を
家
職
と
し
て
い
た
。

「
中
臣
氏
本
系
帳
」
に
よ
れ
ば
、
中
臣
氏
は
も
と
は
卜
部
姓
を
名
乗

っ
て
い
た
が
、
欽
明
朝
に
仕
え
た
常
盤
の
代
か
ら
、
中
臣
を
姓
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
次
の
可
多
能
古
は
敏
達
朝
に
仕
え
た
。

ろ
で
そ
の
一
男
の
御
食
子
は
、
推
古
・
智
明
朝
に
、
ま
た
二
男
の
因
子
は
野
明
朝
に
仕
え
た
が
、
と
も
に
、
「
前
事
奏
官
兼
祭
官
」
の
ポ
ス
ト

に
つ
い
て
い
る
。
御
食
子
は
、
中
臣
連
弥
気
と
同
一
人
物
で
あ
り
（
箭
明
即
位
前
紀
て
ま
た
因
子
は
、
中
臣
連
固
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
（
推

い
ず
れ
も
推
古
・
鋒
明
朝
に
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
右
の
職
名
の
う

と
こ

表
C 

中
臣
（
藤
原
）
氏
系
図

古
紀
三
十
一
年
条
）
。

可
多
能
古

｜｜｜｜ 
糠康国御
手子食
古子

許鎌
米足

大不
嶋均

等

ち
、
「
祭
官
」
は
、
宮
廷
の
祭
記
の
職
で
あ
り
、
忌
部
氏
も
、
こ
の
職
を
世
襲
し
て
い
た
。
「
前
事
奏

官
」
は
、
神
の
前
で
祝
詞
を
奏
す
る
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
神
寿
詞
」
と
中
臣
氏
と
の

関
係
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
祝
調
の
奏
上
は
、
宮
廷
の
祭
官
と
し
て
の
中
臣
氏
の
家
職
で
あ
っ
た

が
、
や
が
て
中
臣
氏
は
、
天
照
大
神
と
の
結
合
を
深
め
、
伊
勢
神
宮
の
「
祭
主
」
の
ポ
ス
ト
を
独
占
世
襲
す
る
ま
で
に
な
る
。

と
天
照
犬
神
と
の
特
別
の
関
係
の
設
定
に
は
、
藤
原
鎌
足
が
天
智
天
皇
と
の
聞
に
つ
く
り
出
し
た
親
近
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

ア
メ
ノ
コ
ャ
、
不

る
が
、
こ
れ
を
天
照
大
神
と
ア
メ
ノ
コ
ャ
、
子
と
の
関
係
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
、
祭
官
と
し
て
の
中
臣
氏
が
、

と
く
に
天
照
大
神
の
祭
把
に
特
別

天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（田村）



天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）

つ
ま
り
「
祭
官
」
で
あ
る
限
り
、
宮
廷
内
に
お
け
る
中
臣
氏
の
地
位
は
、
忌
部
氏
な
ど
と

同
格
と
み
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
介
す
る
天
照
大
神
と
の
特
殊
な
結
合
の
設
定
は
、
宮
廷
祭
官
団
の
な
か
で
の
中
臣
氏
の

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。

地
歩
を
高
め
、
ま
た
廟
堂
に
お
け
る
藤
原
氏
の
権
威
を
卓
越
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
天
照
大
神
と
の
関
係
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、

ωに
お
い
て
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
フ
ト
グ
マ
は
、
同
格
で
あ
っ
た
が
、
的
制
で
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
は
、
フ
ト
グ
マ
・
ア
メ
ノ

ウ
ズ
メ
・
イ
シ
コ
リ
ド
メ
・
グ
マ
ノ
ヤ
ら
、
い
わ
ゆ
る
五
伴
緒
の
上
首
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
中
臣
氏
が
、
忌
部
氏
を
ふ
く
む
宮
廷

祭
官
団
の
リ
ー
ダ
ー
格
に
な
っ
た
時
点
の
反
映
と
解
さ
れ
よ
う
。

天
照
大
神
と
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
、
結
合
す
る
形
で
姿
を
あ
ら
わ
す
天
孫
降
臨
説
話
の
倒
グ
ル
ー
プ
の
成
立
の
時
期
を
、
中
巨
大
嶋
が
初
代
の

神
祇
伯
に
任
じ
た
持
統
朝
前
後
と
推
定
す
る
が
、
な
お
私
は
、
天
照
大
神
が
、
統
治
権
を
「
太
子
」
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
授
け
る
と
す
る

側
、
お
よ
び
、
「
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
園
、
是
吾
子
孫
可
王
之
地
也
、
宜
爾
皇
孫
就
而
治
鷲
」
と
い
う
神
勅
文
を
含
む
仰
に
、
持
統
天
皇
（
上

皇
）
の
立
場
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筑
紫
申
真
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
な
お
私
な
り
の
見
解
を
述
べ
た
い
。

朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
九
月
に
、
天
武
天
皇
が
崩
じ
た
。
皇
位
の
継
承
に
つ
い
て
、
皇
太
子
草
壁
の
即
位
は
見
送
ら
れ
、
鵜
野
皇
后
が
称
制

し
た
。
三
年
後
に
、
七
才
の
軽
王
を
残
し
て
草
壁
皇
太
子
が
死
ん
だ
。
持
統
四
年
に
皇
后
（
持
統
）
は
即
位
す
る
が
、
持
統
は
幼
い
孫
の
軽
王

を
い
と
お
し
み
、
持
統
十
一
年
に
、
十
五
才
の
軽
王
を
皇
太
子
と
し
、
半
年
後
に
譲
位
し
た
。
文
武
天
皇
で
あ
る
が
、
な
お
持
統
上
皇
は
、
文

武
天
皇
と
あ
い
並
ん
で
国
政
を
み
た
。
文
武
は
即
位
の
直
後
、
藤
原
不
比
等
の
女
の
宮
子
を
夫
人
と
し
て
迎
え
る
が
、
十
五
才
と
い
う
異
例
の

即
位
は
、
文
武
の
祖
母
で
あ
る
持
統
天
皇
ゃ
、
不
比
等
お
よ
び
そ
の
妻
の
県
犬
養
三
千
代
に
よ
っ
て
支
持
推
進
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇

は
天
智
天
皇
の
女
で
あ
り
、
そ
し
て
不
比
等
の
父
の
鎌
足
は
、
天
智
天
皇
に
仕
え
た
「
忠
正
」
の
臣
で
あ
っ
た
（
皇
極
紀
三
年
条
）
。

倒
グ
ル
ー
プ
に
登
場
す
る
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、
ひ
と
た
び
は
天
照
大
神
か
ら
統
治
権
を
托
さ
れ
る
。

し
か
し
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ
、
父
の

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
願
望
に
よ
り
、
改
め
て
統
治
権
が
夫
照
大
神
か
ら
＝
ェ
ギ
に
与
え
ら
れ
た
。

つ
ま
り
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、
瑞
穂
国



表
D 

天
照
大
神
系
・
持
続
系
比
較
対
照
表

の
統
治
者
に
な
ら
な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
草
壁
も
皇
太
子
で
あ
っ
た
が
、
即
位
は
実
現
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
統
治
権
は
、
と
も
に
「
孫
」
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
グ
カ
ミ
ム

天
照
大
神
｜
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
｜
ニ
ニ
ギ

持
続
天
皇
l
草
壁
皇
子
｜
格
王

ス
ピ
↓
エ
エ
ギ
へ
の
統
治
権
の
継
承
を
語
る
原
初
的
な
凶
グ
ル
ー
プ
の
降
臨
説
話
に
改
変
を
加

ぇ
、
倒
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ
る
天
照
大
神
（
グ
カ
ミ
ム
ス
ピ
）
↓
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
↓
エ
ニ

ギ
へ
の
統
治
権
継
承
過
程
を
設
定
し
た
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
、
持
統
↓
草
壁

4
軽
王
（
文
武
）
へ
の
皇
位
継
承
の
過
程
を
考
え
た
い
。
持
統

は
、
幼
い
軽
王
に
将
来
を
期
待
し
た
が
、
し
か
し
依
拠
す
べ
き
皇
位
継
承
法
が
な
く
、
し
か
も
、
皇
太
子
の
子
で
あ
る
軽
王
の
即
位
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
即
位
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
持
統
天
皇
は
、
孫
に
あ
た
る
軽
王
の
即
位
の
道
を
聞
く
便
法
と
し
て
、
か
つ
て

「
皇
太
子
」
で
あ
っ
た
草
壁
の
存
在
を
、
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
仰
で
み
ら
る
れ
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
「
太
子
」
と
記

す
の
は
、
草
壁
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
史
実
の
反
映
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
、
ユ
－
一
ギ
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
「
太
子
」
で

あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
草
壁
と
の
類
似
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た

ω印
刷
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
エ
エ
ギ
が
「
皇
孫
」
で
あ
っ
た
こ
と
の

強
調
も
、
重
要
で
あ
る
。
軽
王
は
、
持
統
の
「
皇
孫
」
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
軽
王
の
即
位
の
正
当
性
が
弁
護
さ
れ
る
、
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
持
統
が
女
帝
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
天
照
大
神
と
の
近
似
性
を
う
か
が
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

紛
の
神
勅
文
の
、
「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、
是
、
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
、
爾
皇
孫
、
就
で
ま
し
て
治
せ
」
と
い
う

命
令
は
、
天
照
大
神
が
ニ
ニ
ギ
に
下
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
の
「
吾
」
を
持
統
女
帝
に
、
「
爾
皇
孫
」
を
軽
王
に
置
き
か
え
る
こ
と

に
よ
り
、
持
統
と
、
そ
の
孫
の
軽
王
の
即
位
事
情
が
明
瞭
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
天
照
大
神
の
神
勅
下
付
の
際
に
は
、
ア
メ
ノ

コ
ヤ
ネ
ら
の
五
部
神
が
配
侍
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
持
統
女
帝
を
援
け
、
年
少
の
軽
王
を
護
っ
て
き
た
の
は
、
廟
堂
の
実
力
者
、
藤
原
不
比
等

ら
で
あ
っ
た
。

倒
グ
ル
ー
プ
に
見
ら
れ
る
天
孫
降
臨
説
話
の
改
変
、
す
な
わ
ち
天
照
大
神
と
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
の
緊
密
な
関
係
の
設
定
、
ア
メ
ノ
オ

γ
ホ
ミ

ミ
の
登
場
、
ま
た
神
宝
や
神
勅
授
与
な
ど
一
連
の
追
加
改
作
の
主
導
権
は
、
中
巨
大
嶋
と
藤
原
不
比
等
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏

（
田
村
）
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〉

四

大
嶋
は
、
天
武
朝
に
お
け
る
帝
紀
お
よ
び
上
古
諸
事
の
記
定
に
あ
た
り
、
み
ず
か
ら
筆
録
を
担
当
し
た
の
み
な
ら
ず
（
天
武
紀
十
年
三
月
条
）
、

持
統
朝
に
設
置
せ
ら
れ
た
神
祇
官
の
初
代
の
長
官
に
任
じ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
し
て
不
比
等
は
、
天
皇
家
の
外
戚
で
あ
る
と
と
も
に
、
太
政
官

の
枢
要
の
ポ
ス
ト
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
祖
と
す
る
同
族
で
あ
っ
た
。
神
祇
の
分
野
に
お
け
る
中
臣
氏
の
、
ま
た

政
治
の
分
野
に
お
け
る
藤
原
氏
の
進
出
は
、
と
く
に
持
統
朝
が
転
期
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
降
臨
説
話
の
倒
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ

る
改
変
と
、
深
く
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（1
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
上
、
ハ
東
京
、
一
九
四
七
年
）
、
五
一

o
t五
四
三
頁
。

（2
）
三
品
彰
英
「
記
紀
神
話
奥
伝
研
究
の
一
蹴
」
（
『
日
鮮
神
話
伝
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の
研
究
』
所
収
、
京
都
、
一
九
四
三
年
〉
。

（3
〉
丸
山
二
郎
「
天
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神
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伐
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」
ハ
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本
古
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研
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収
、
東
京
、
一
九
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七
年
〉
。

ハ4
）
直
木
宏
次
郎
「
『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
条
の
構
成
」
（
『
日
本
古
代
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氏
族
と
天
皇
』
所
収
、
東
京
、
一
九
六
四
年
〉
。

（5
〉
『
古
事
記
伝
』
十
五
。

（6
）
三
品
彰
英
、
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文
。

ハ7
〉
筑
紫
申
真
『
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テ
ラ
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誕
生
』
ハ
東
京
、
一
九
六
七
年
）
、
二
一
四

1
一
二
七
頁
。

（8
）
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
七
月
条
。

（
9
）
「
不
改
常
典
」
を
、
天
智
天
皇
が
制
定
し
た
皇
位
継
承
法
と
み
な
す
説
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
軽
玉
の
即
位
に
は
困
難
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
私
は
「
不
改
常
血
（
」
に
つ
い
て
、
天
智
天
皇
の
権
威
を
背
景
と
し
、
天
皇
家
と
藤
原
氏
と
の
共
同
執
政
H
輸
政
体
制
の
維
持
・
擁
護

を
、
遠
い
未
来
に
か
け
て
期
待
す
る
と
乙
ろ
の
、
天
皇
家
と
藤
原
氏
と
の
あ
い
だ
で
か
わ
さ
れ
た
内
密
の
約
束
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
藤
原
氏
が
、
廟

堂
に
お
い
て
政
権
の
座
を
掌
握
す
る
と
共
に
、
内
廷
に
お
い
て
子
女
を
天
皇
に
配
し
、
執
政
と
姻
戚
の
両
面
を
遜
じ
、
天
皇
家
と
特
別
な
関
係
を
設
定

し
、
か
つ
推
持
し
え
た
の
は
「
不
改
常
典
」
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ハ
田
村
岡
澄
『
飛
鳥
仏
教
史
研
究
』
、
東
京
、

一
九
六
九
年
、
三
三
二

t
三
五
七
頁
〉
。

（
叩
）
中
臣
氏
と
藤
原
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
藤
原
氏
と
中
臣
氏
」
ハ
『
日
本
歴
史
』
二
五

O
号
所
載
、
東
京
、
一
九
六
九
年
）
に
論
述
し
た
。

な

お

拙

著

『

藤

原

鎌

足

』
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Narrative of Tenson-Korin and the Families of 
Nakatomi and Fujiwara 

Encho TAMURA 

According to the narrative of Tenson-Korin (the descent to earth 

of the descendants of the Sun-Goddess), Ninigi, grandson of the Sun

Goddess Amaterasu, under the order of Amaterasu, descended from 

the celestial world, Takamagahara, to the lower world, Ashiharano

naka tsukuni, namely to the territory of Japan and established his 

sovereign power. 

Th 3 narrative is described in the various books such as Nihonshoki, 

Kojiki and others. There are 15 kinds of this narrative in all. If we, 

in accordance to the steps of development of the narrative, arrange 

in sequence those six kinds of the narrative which have concrete 

contents of description, we can find that the narrative removes from 

simple constructive contents to more complete ones. A noteworthy 

..:r"t is that there is a sharp difference in contents between the former 

3 and the later 3 out of six kinds of the narrative. For example, the 

god issuing the order of descent is Takamimusubi according to the 

former 3 kinds of the narrative, while in the later 3 it is Takami

musubi (Takagi) and Amaterasu or Amaterasu only who order the 

descent. The god who receives orders and descends to the lower world 

is Ninigi in the former 3 kinds, while in the later 3, to begin with 

Amenooshihomimi, son of the Sun-Goddess Amaterasu, receives orders 

and thereafter his son, Ninigi, is substituted. And five gods with 

Amenokoyane as leader are added to him as the gods who descend 

in attendance on Ninigi from Takamagahara to the lower world. It 

is in the later 3 kinds that the divine mirror and the Three Sacred 

Treasures of the Imperial House (a mirror, gems, a sword) are be

stowed on Ninigi by the Goddess Amaterasu. Thus we can know that 

Amaterasu-Amenooshihomimi, her son-Amenokoyane-the divine 
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treasures are added on a step in the course of development of the 
narrative. It can be assumed that the family of Nakatomi made mainly 
these fittings. This family is the descendants of Amenokoyane and 
the trade of this family is the officiating priest in the Court, especially 

having close connection with the festival of the Goddess Amaterasu. 
Nakatomi-no-Oshima, a relative of the family, became a member of 

editors of Japanese history by order of the Emperor Tenmu (631-686), 

and took office as Chief of the Priests in charge of festival of the 

gods with Amaterasu as the Highest. It is closely connected with 

the status and glory of the family Nakatomi to bring forward the 
Goddess Amaterasu besides Takamimusubi as the god ordering the 
descent. The tutelary deity of the family Nakatomi is Amenokoyane 
who gave service to the Goddess Amaterasu and descended to the lower 
world in attendance on Ninigi. Moreover, the god who descended by 

order is Ninigi only in the former 3 kinds of the narrative, while in the 

later 3 kinds Amenooshihomimi is added to Ninigi. This change seems 
to reflect the circumstances that the Emperor Jito (645-702) wished 
strongly the enthronement of Karuo, his grandson. The Prince Kusa
kabe, father of Karuo, was son of the Emperor Jito, but died at the 

age of twenty eight before enthronement. The Emperor Jito expected 
future greatness of Karuo who was then at the age of seven. But 
in the Court there were objections to Karuo's accession to the throne, 
So it was necessary to justify the enthronement of Karuo. The con-

. ception that the Goddess Amaterasu did not give the order to govern 

the territory to Ninigi directly, but first gave the order to Amenoo
shihomimi, her son, and thereafter, at Amenooshihomimi's desire, to 
Ninigi, her grandson-the conception defends, so we can interprete, 
the righteousness of the government of Ninigi, namely the righteous
ness of the enthronement of Karuo. It is noteworthy that Amaterasu 
was taken for the same female as the Emperor Jito. And it was 
Fujiwara-no-Fubito, a relative of the family Nakatomi, who at this 
time aided the Emperor Jito and cleared the way for the enthronement 
of Karuo. 
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